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<岐阜支部> 人事労務担当者と管理職のための「今後の法改正に備えるセミナー」 参加申込書 

下記に必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください。 

会社名  
TEL          ―          ― 

FAX          ―          ― 

参加者名 

（所属・役職） （氏名） 
WEBで受講 □ 

E-mail（WEB受講ご希望の場合のみ） 

会場で受講 □ 

（所属・役職） （氏名） WEBで受講 □ E-mail（WEB受講ご希望の場合のみ） 

会場で受講 □ 

 ※１ 本申込書にご記入いただいた個人情報は、当セミナー運営にかかる事項以外の用途には使用いたしません。 

 ※2 WEBでの受講について、ご不明な点等は事務局（担当：林）までお問合せください。     

 

社会・経済状況の変化に伴い、今後も様々な法改正が予定されており、企業や組織としては正しい理解と実務対

応の準備が絶えず求められているかと存じます。 

そこで本セミナーでは、今後の法改正動向や実務への影響についてわかりやすく解説し、皆様にとっての実践的な

ヒントをお届けいたします。また働くためのルールを定めた法律、「労働基準法」も 40年ぶりの大改正に向けた検討

が進んでおり、そちらについても現時点の最新情報をお伝えさせていただきます。 

 

会場とWEB（Zoom）どちらでも受講が可能です。 

日   時   12月 8日 （月）  

14:00  ～  15:30 

会   場   岐阜商工会議所 4階  4A会議室 

          （岐阜市神田町 2-2） 

対   象   岐阜支部 会員企業 
他支部会員、会員企業の紹介による 

非会員企業の方もご参加いただけます。 

定   員   30名（申込先着順） 

            ※WEB参加者は定員制限なし 

申込用紙   本書または当協会 HP よりお申込み下さい 

申込締切   2025年 11月 28日（金）まで 

プ ロ グ ラ ム 

【１】 今後の法改正の動向 

【2】 現在審議中の労働基準法改正について 

（現時点の動向と、改正時における注意事項） 

【3】 道路交通法改正に伴う労務対応 

     （自転車等通勤を認める際のルールと留意点） 

【４】 その他  

 

講 師 

今後の法改正に備えるセミナー 

伏屋社会保険労務士事務所  

特定社会保険労務士 / 産業カウンセラー 

                     平下 和代 氏 

受講方法は便利な 2通り！ 

○会場で受講 

…「参加証」は発行しません。直接会場へお越し下さい。 

○WEB（Zoom）で受講 

…事前にご招待メールをお送りします。 

人事労務担当者と管理職のための 受講 

無料 


